
令和3年5月11日～令和3年6月1日

11 火 ５月定例教育委員会　学校訪問　

12 水 福岡県市町村教育委員会教育長会議（WEB会議）　学校訪問

13 木 学校訪問

14 金

15 土

16 日

17 月

18 火

19 水

20 木

21 金

22 土

23 日

24 月 北九州地区市町教育委員会連絡協議会役員会　5月定例教育長会

25 火

26 水

27 木

28 金 教育長面談

29 土

30 日

31 月
第二回直方市立中学校外部指導者選考委員会　教育長面談
第五地区教科用図書採択協議会

1 火 市辞令交付式　6月定例校長会、6月定例教育委員会

教育委員会行事報告

6月



令和3年6月2日～令和3年6月30日

2 水 教育長面談

3 木

4 金

5 土

6 日

7 月

8 火

9 水

10 木

11 金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提案説明

12 土

13 日

14 月 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般質問

15 火 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般質問

16 水 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般質問

17 木 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般質問

18 金

19 土

20 日

21 月 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質疑

22 火 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員会

23 水 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員会

24 木 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員会

25 金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　採決

26 土

27 日

28 月

29 火 学力向上検証委員会

30 水 大和青藍高校学校訪問　DX推進本部会議

教育委員会行事予定
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直方市教育委員会の権限に属する事務 

 

の管理及び執行の状況についての点検 
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教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の概要 

 

1 目的 

効果的な教育行政を推進するとともに、市民への説明責任を果たし、市民に

信頼される教育を行うことを目的として､平成 19年 6月に公布された地方教育

行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、教育委員会は、その権限

に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果を

議会に報告し、公表することが義務付けられた。 

また、点検及び評価を行う際には、教育に関し学識経験を有する者の知見の

活用を図るものとされている。 

 

2 点検・評価の対象及び方法 

 ○ 令和 2年度直方市教育施策要綱に掲げる主な施策の目標達成に向けた取

り組み状況と課題、成果の点検や今後の方向性を示したうえで、達成評価

を行う。 

   達成評価は 目標を完全に達成できた。           Ａ 

         目標達成に向けて順調に推移している。または、 

概ね目標を達成できた。            Ｂ 

         目標達成には取組の強化が必要。        Ｃ 

         目標を大きく下回り、抜本的な見直しが必要。  Ｄ 

  の４段階で評価する。 

 ○ 学識経験者が、施策評価や施策の改善点について、意見を述べる。 

 

3 点検・評価結果の公表等 

① 点検、評価の結果についての報告書を議会へ提出 

② ホームページ上で公表する。 

 

参考 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

 

(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等) 

第 26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定によ

り教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第四項の規

定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。）の管理及び執行の

状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを

議会に提出するとともに、公表しなければならない。  

2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経

験を有する者の知見の活用を図るものとする。 
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教育委員会の活動状況 

氏　　名 期数

山 本 栄 司 1期

氏　　名 期数

篠 田 尊 徳 1期

中 野 昭 子 1期

阿 部 英 子 1期

内 藤 誠 治 1期

月　　日 議案等

◎議案

◎協議事項

◎議案

◎協議事項

◎協議事項

◎報告事項

教育長

・直方市保育所等における新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る補助金交付要綱について　

・直方市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例について

・直方市子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱について◎報告事項

・議案第９号　直方市学校適応指導教室設置要綱の一部改正について

・議案第８号　直方市文化財等に関する有識者委員会への諮問について◎議案

なし

なし

在期期間

委   員 H30.12.16～R4.12.15

・新型コロナウィルス感染拡大防止措置に係る小中学校の休業について

・議案第１０号　直方市学校適応指導教室運営要綱の一部改正について

・議案第５号　６月補正予算（地方創生臨時交付金分）について

R2.7.1～R5.12.14

委　員
教育長職務代理者

◎報告事項

R1.7.8～R3.12.12

R2.12.15～R6.12.14

・令和２年度　直方市立小中学校教職員の人事異動について

・直方市教育研究所条例について

・議案第４号　令和３年度使用小学校教科用図書の採択について

・議案第１号 直方市通級指導教室の設置及び運営に関する要綱について

委   員

・直方市寡婦（寡夫）控除等みなし適用に関する事務取扱要綱の一部改正について
4月14日
定例会

内　　　　容

R1.12.16～R3.12.15

教育委員会の開催状況

在期期間

委   員

教育委員

6月2日
定例会

◎報告事項

◎議案

5月12日
定例会

区分

７月3日
定例会

・令和２年度夏季休業期間の変更について

・議案第６号　スクールカウンセラー設置要綱の一部改正について

・市教育委員会 学校訪問要項について

・教科用図書採択について

・議案第３号　「直方市教職員の働き方改革取組指針」の一部を臨時的に変更することについて

・教育委員会教育施策の点検評価について

・直方市児童福祉施設等における新型コロナウイルス感染症拡大防止のための体制維持補助金交付要綱

・５月補正予算について

・直方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について

・議案第２号　６月補正予算について

・新型コロナウイルス感染拡大防止のための保育所等が行う副食費支援事業補助金交付要綱

・議案第７号　直方市文化財等に関する有識者委員会委員の委嘱について

◎協議事項
・教育委員会教育施策の点検評価について

・令和２年６月定例会一般質問について
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◎協議事項

◎議案

◎報告事項

◎協議事項

◎協議事項

◎協議事項

◎議案

◎協議事項

◎議案

◎協議事項

◎報告事項 ・直方市保育士奨学金返済支援事業補助金交付要綱の一部を改正する告示について

・令和３年成人式について

・新型コロナウイルス対策について

1月19日
定例会

・本件に関する他の職員の処分の内申について

1月6日
臨時会

なし

・令和２年度（令和３年）直方市成人式について

・令和元年度歳出決算について

・議案第１６号　直方市立小中学校事務共同実施組織運営及び事務処理規程の廃止について

◎協議事項

・議案第１７号　直方市立学校長の権限に属する事務の一部を専決させる規則の制定について◎議案

・議案第１９号　直方市風しん（任意接種）予防接種事業実施要綱の一部を改正する告示について

8月4日
定例会

◎報告事項

10月13日
定例会

・令和２年度直方市教育委員会学校訪問実施について

11月10日
定例会

◎報告事項

・中学校給食に関する保護者アンケートについて

9月1日
定例会

・９月補正予算について

・議案第１８号　直方市共同学校事務室の運営及び業務等に関する庁達の制定について

・教育委員会告辞について

12月17日
定例会

なし

◎報告事項

・ハートフル奨学金　奨学生の決定について 

・ひとり親世帯臨時特別給付金（再支給）について

・１２月定例会一般質問について

・直方市保育研修事業等補助金交付要綱の一部を改正する告示について

・令和３年度特別支援学級等の入退級に係る状況について

・議案第２９号　直方市文化財資料等寄贈・寄託に関する要綱の制定について

・直方市立保育所条例施行規則を廃止する規則について

・議案第２５号　直方市寡婦（寡夫）控除等のみなし適用に関する事務取扱要綱を廃止する告示について

・令和３年度入学・転入学者弾力化について

・議案第２６号　直方市保育の必要性の認定基準に関する条例施行規則の一部改正について　　　　 　　　 　　  

・議案第２７号　直方市小学校就学前子どものための教育・保育の実施に関する条例施行規則の一部改正について

・議案第２８号　道路交通法違反（酒気帯び運転）に係る教職員の懲戒処分について

◎報告事項

・総合教育会議について

・議案第２２号　直方市立保育所施設整備基金条例及び直方市立保育所条例を廃止する条例について

なし

・議案第１５号　令和４年度以降の直方市成人式について

・議案第１１号　９月補正予算について

なし

・９月定例議会　一般質問について

・直方市児童福祉施設等における新型コロナウイルス感染症拡大防止のための衛生確保事業補助金

・議案第２３号　財産の無償譲渡について

・議案第２１号　１２月補正予算について

・議案第２０号　直方市立図書館協議会委員の委嘱について

・直方市やっぱ直方に生まれてよかったばい臨時特別給付金

・議案第２４号　財産の無償貸付けについて

◎議案

◎議案

◎議案
・議案第１２号　直方市社会教育委員の委嘱について

・議案第１３号　直方市公民館運営審議会委員の委嘱について

・議案第１４号　令和３年度使用中学校教科用図書の選定について

・令和元年度直方市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価報告について

なし

・公益財団法人直方文化青少年協会の経営状況について

・一般財団法人直方市福祉会の経営状況について
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◎協議事項

3月4日
臨時会

◎報告事項

◎協議事項

月 日

10月16日

10月19日

11月6日

11月10日

11月17日

11月19日

直方第二中学校

中泉小学校

なし

植木小学校

感田小学校

3月24日
定例会

◎議案

・議案第３０号　令和２年度３月補正予算について

・研究指定・学校訪問(事務所・市教委)・交流研究会計画について

学   校   名

・教育委員会会議録の要点筆記への変更について

学校訪問の状況

・直方市造血細胞移植後定期予防接種再接種費用助成事業実施規程の制定について

・小学校における徹底反復学習の取組について

・直方市保育体制強化事業補助金交付要綱の一部改正について

・直方市多子世帯の幼稚園保育料補助金交付要綱の一部改正について

・直方市保育所等における睡眠中の事故防止対策補助金交付要綱の制定について

・直方市保育所等におけるICT化推進事業費補助金交付要綱の制定について

・直方市保育の必要性の認定基準及び保育所利用に関する事務取扱要綱の一部改正について

◎報告事項

2月9日
定例会

・直方市美術館条例の一部を改正する条例について

・令和２年度小・中学校卒業式の出席について

◎議案
・議案第３２号　直方市学校運営協議会の設置に関する規則を新規制定する告示について

・議案第３１号　令和３年度予算について

・議案第３５号　令和３年度直方市立小中学校管理職等人事について

・直方市教育委員会等に対する事務委任規則について

・議案第４６号  直方市教育委員会交際費に関する要綱の一部を改正する告示について

・議案第４７号  直方市教育委員会規則に規定する申請書等の押印の特例に関する規則について

・議案第４８号  直方市教育委員会告示に規定する申請書等の押印の特例に関する要綱について

・議案第３３号　直方市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則について

・議案第３４号　中学校給食提供方式の変更について

・議案第４４号  直方市立小中学校管理規則の一部を改正する規則について

・議案第３７号　直方市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則について

・議案第３８号　筑豊炭田遺跡群(旧筑豊石炭鉱業組合直方会議所及び救護練習所模擬坑道)整備基本計画の策定について

・議案第３９号　直方市文化財専門委員会委員の委嘱について

・議案第４０号　直方市美術館条例施行規則の一部を改正する規則について

・議案第４３号  直方市麻しん(任意接種)予防接種助成事業実施要綱を廃止する告示について

・新型コロナウイルス感染拡大防止措置に係る小中学校の休業について

・議案第３６号　令和３年度直方市教育施策要綱について

・議案第４５号  直方市立中学校部活動外部指導者派遣要綱の一部を改正する告示 について

・議案第４１号  直方市教育委員会教育施設等防火管理規程の一部を改正する告示

・議案第４２号  直方市風しん(任意接種)予防接種事業実施要綱を廃止する告示について

◎報告事項

・３月定例会について

直方南小学校

新入小学校
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点検及び評価シート １ 

１ 主要施策名 教育環境の整備・充実 

２ 取組・事業名 
① 防災機能強化事業 
② トイレ快適化事業 

３ 担当課 教育総務課 

４ 取組・事業の 

目標 

①学校教育環境の改善を図り、子どもたちが安心して校内 
生活が営めると同時に、地域の避難場所としての機能を
備える。 

②トイレの洋式化率は、福岡県の水準を目指し、生活スタ
イルの洋式化への対応や身体的負荷の軽減を図る。 

５ 取組・事業の 

内容と取組状況 

① 防災機能強化事業として、直方北小学校、新入小学校 
植木小学校各学校校舎の外壁改修を行った。  

② トイレ快適化事業として、感田小学校、上頓野小学校 
及び 直方第三中学校校舎、上頓野小学校体育館のトイ
レ改修を行った。 

６ 取組・事業の 

成果と課題 

【成果】 

① 防災機能強化事業は、国の補助金を活用するため年度別 

の目標が立てにくいが、確実に申請、事業を実施した。 

② トイレ快適化事業により小中学校のトイレの洋式化率

は 43.8％となり、昨年度の 39.4％から大幅に上昇した。 

【課題】 

トイレの洋式化率は、目標としている福岡県のトイレ洋

式化率が年々上昇（令和 2 年 9 月 1 日現在で 56.0％）して

おり、また、トイレ改修のみの補助金制度は存続が不透明

なため、長寿命化改良事業等他事業での対応も行っていく。 

７ 取組・事業の 

今後の方向性等 

学校施設の大規模改修、トイレ快適化については、長寿
命化計画に則って、一体的に整備を進めていく。 
そのため、学校配置の方針を立てる必要がある。 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 
達成状

況 

洋式化率 
小中学校のトイレの洋式化率

（％） 
43.8 56％ B 
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点検及び評価シート ２ 

１ 主要施策名 教育環境の整備・充実(学校における ICT活用の推進) 

２ 取組・事業名 
① 高速通信校内無線ＬＡＮ整備 
② タブレット端末等の整備 

３ 担当課 教育総務課 

４ 取組・事業の 

目標 

国の GIGAスクール構想に則ったデジタル技術を活用した

未来型教育の実施のため、小中学校に高速通信校内無線Ｌ

ＡＮ、電源保管庫を整備するともに児童生徒一人一人にダ

ブレット端末を導入する。 

５ 取組・事業の 

内容と取組状況 

① 校内通信ネットワーク整備事業により、小中学校の教

室に無線 LAN環境を構築し、充電保管庫を整備した。 

② 公立学校情報機器整備事業により、児童生徒全員にタ

ブレット端末を整備した。当初文科省の予定では令和

元年度から５年間で順次整備する予定だったが、新型

コロナウィルス感染症対策のため、令和２年度末まで

に完了することとなった。 

なお、ネットワーク、端末整備とも、文科省の補助金

を活用すると同時に、新型コロナウィルス臨時創生交

付金も活用した。 

６ 取組・事業の 

成果と課題 

【成果】 

① 普通教室、理科室、体育館、職員室等に無線 LAN環境

を構築した（240箇所）。充電保管庫 187台を普通教室

に整備した。 

② タブレット端末 4,848台（児童・生徒分 4,496台、教

職員・予備機 352台）を導入した。 

【課題】 

 年度内の整備、導入完了を最優先したため、稼働後の活

用や故障時の対応等、運用方法を早急に確立する必要があ

る。特に、今後増加すると思われる児童生徒が端末を破損

させた際の修理費の負担についての検討が急務である。 

７ 取組・事業の 

今後の方向性等 

・タブレット端末の故障や LAN の通信障害などに、迅速な
対応ができる体制を検討する。 
・電子黒板等 ICT 器機やデジタルコンテンツと連携し、未
来型授業による学力向上を実現する。 
・タブレット端末の持ち帰り学習を実現する。 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 
達成状

況 

タブレット端末

の整備率 

児童生徒へのタブレット端末の

整備率（％） 
100％ 100％ A 
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点検及び評価シート ３ 

１ 主要施策名 食育の推進 

２ 取組・事業名 中学校給食の喫食率向上と今後の提供方針の検討 

３ 担当課 教育総務課 

４ 取組・事業の 

目標 
目標の喫食率 60％を目指し、中学校給食の普及を図る。 

５ 取組・事業の 

内容と取組状況 

① 中学校給食喫食率の向上 

② 中学校給食提供方針の決定 

③ 小学校給食費の徴収体制整備 

６ 取組・事業の 

成果と課題 

【成果】 

① 令和 2 年 11 月から令和 3 年 3 月までの間の給食費を無

償化したことにより、無償期間の平均喫食率は 61.42%、

年間平均喫食率は 52.48%となった。 

② 食育の推進を目標として、食缶方式による全員喫食を令
和 4年度 2学期から実施する方針を、学校給食推進会議
や保護者アンケート、総合教育会議を経て決定した。 

③ 就学援助とのシステムの統一により、一括管理ができる
ようになった。 

 
【課題】 

① 残り少ない選択制喫食の期間内で無償でなくても 60％

に到達するための方策の検討 

② 中学校給食全員喫食については、準備期間が短い中、開

始に向けて着実に作業を進めていく必要がある。 

③ 口座振替のさらなる推進と滞納処分体制づくり 

 

７ 取組・事業の 

今後の方向性等 

小学校、中学校給食の提供体制（施設）の在り方を学校
統廃合や施設老朽化の視点から抜本的に検討する。 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 
達成状

況 

喫食率 
生徒数に対する中学校給食の注

文者数（％） 
52 60 C 
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点検及び評価シート ４ 

１ 主要施策名 就学支援の実施 

２ 取組・事業名 就学援助事業 

３ 担当課 教育総務課 

４ 取組・事業の 

目標 

経済的な理由によって、就学が困難と認められる児童・

生徒に対して就学に必要な援助を行う。 

５ 取組・事業の 

内容と取組状況 

学用及び通学用品、新入学学用品、修学旅行費、社会見

学旅行費、自然教室費、ふれあい学級宿泊訓練費、学校給

食費、医療費、通学費について支給 

６ 取組・事業の 

成果と課題 

【成果】 

コロナ禍の対応として、新規の申請者以外は郵送受付で

も対応可とした。また、収入が著しく下がった世帯につい

ては、前年度の所得審査で非認定となっても、当該年度の

見込み所得で再審査し、所得が基準以下の場合は認定を行

った。 

 

【課題】 

認定基準の見直しと特別支援教育就学奨励費の採用 

７ 取組・事業の 

今後の方向性等 

 就学支援システム見直しの際にあわせて「認定基準の見
直し」と「特別支援教育就学奨励費の採用」を再度検討す
る必要がある。 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 
達成状

況 

   ―        － － ― － 
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点検及び評価シート ５ 

１ 主要施策名 確かな学力の育成(学力の向上) 

２ 取組・事業名 

① 授業改善の推進 

② 基礎学力の定着、補充学習の推進 

③ グローバル化に対応した教育の推進 

④ ICTを活用した教育活動の推進 

３ 担当課 学校教育課 

４ 取組・事業の目

標 

① 基礎的・基本的な学習内容を確実に身に付け、思考力・判断

力・表現力を持つ子どもを育成するための授業改善を推進す

る。 

② 基礎的・基本的な学習内容を確実に身に付けるための支援環

境を整備する。 

③ 子どもの英語でのコミュニケーション能力を育成するため、

英語教育に対応した指導体制の整備、発表や体験の場を設定

する。 

④ ICT機器を活用した学習・指導方法の改善を図る。 

５ 取組・事業の内

容と取組状況 

① 授業改善の推進 

(1)平成２４年度から、市内４中学校区のすべての小中学校にお

いて、小中一貫教育に取り組んできた。 

・各中学校区に音楽専科教員を配置し、全小学校高学年（５・ 

６年生）へ音楽科学習を通して、小中の連携を図った。 

・研究発表会を行い、小中学校教員の指導方法や児童生徒の 

共通理解を深めた。 

(2)平成２６年度より福岡県学力アップ推進事業の強化指定市町

村の指定を受け、市内全小中学校の「学力向上推進プラン」の

策定・実施・評価について指導・支援を行った。 

・非常勤講師を配置し、個別指導・補充学習を充実させた。 

・年間２回の学力向上検証委員会を開催し、取組の検証・改 

善を行った。 

 

② 基礎学力の定着のための支援および補充学習等の推進 

・各小中学校において、補充的な指導を充実させるために学 

習支援員を配置した。 

・基礎学力、集中力を身につけさせるため、次年度より蔭山 

メソッドを導入する。そのための事前調査、事前研修を実施 

した。 

・家庭学習の習慣化と放課後の学習支援を目的として、放課 

後学習を実施した。 

・日常的・継続的な読書活動を充実させるために、各小中学 

校への図書支援員の配置を推進した。 

・きめ細やかな学習指導と基礎的・基本的な学力の定着を図 
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るために、小学校３～４学年の３６～４０人の学級におい

て、３５人学級編制を実施した。 

 

③ グローバル化に対応した教育の推進 

 (1)児童生徒の英語に対する慣れ・親しみやコミュニケーション 

能力の向上を図るために、外国語指導助手(以下 ALT)やイン 

グリッシュサポーターを配置し、体験的学習や発表の機会を 

増やした。 

・各小中学校に ALTを派遣し、授業の充実を図った。 

   

④ ICTを活用した教育活動の推進 

基礎的・基本的な学習内容の習得と授業の視覚化・効率化を

図るために、ICT機器の活用を推進した。 

・各小中学校へ ICT支援員を派遣し、ICTを活用した学習の 

充実を図った。 

・年間計画にもとづいて、小学校プログラミング教育を実施 

した。 

・ICTへの知識が高い教員より選抜したプロジェクトチーム 

を編成し、ICTを活用した未来型授業づくりの調査研究を 

行った。 

６ 取組・事業の成

果と課題 

 

① 授業改善の推進 

(1) 小中一貫教育の推進 

【成果】 

・市内で３名の音楽専科教員を配置し、全小学校高学年へ効果的

に専科指導を行うことができた。 

・直方第二中学校区研究発表会を行った。小中学校教員の指導方

法や児童生徒の実態について、共通理解を深めることができた。 

【課題】 

・現在、小中連携した専科教員の配置が音楽科のみとなっている。 

 

 (2) 直方市学力アップ推進事業 

【成果】 

・年間２回学力向上検証委員会を開催し、各種学力調査の結果に

よる取組の検証と改善を行った。特に、少人数指導の取組につ

いて各学校の実践をもとに協議し、指導方法の工夫改善を行う

ことができた。 

・授業づくりの指針となる「のおがた授業モデル」を活用し、各

学校の授業研修で活用し、授業改善を推進した。 

・来年度の蔭山メソッド導入へ向けて、全小学校長、学力向上担

当者による研修を実施し、共通理解を図ることができた。 
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【課題】 

・コロナ禍において、令和 2年度全国学力・学習状況調査は未実

施となり、検証ができなかった。 

 

② 基礎学力の定着のための支援および補充学習等の推進 

【成果】 

・各小中学校の学習支援員の配置については、コロナ禍の影響の

中、できる限りの実施を図った。 

・日常的・継続的な読書活動を充実させるために、全小中学校へ

図書支援員を配置し、読書環境の整備を図ることができた。 

・市内 1小学校２学級に市の教育職員を配置し、３５人学級編成

を実施した。これにより、きめ細やかな学習指導と基礎的・基

本的な学力の定着へ向けた学習指導を行うことができた。 

【課題】 

・コロナ禍において、放課後学習の実施が計画的にできない状況

であった。 

・市主催「子ども読書リーダー養成講座」は、コロナ禍で、未実

施であった。 

・現状では５・６年生で３５人学級編制が実施されていないため、

３５人学級が解消された後の学級経営や学習指導できめ細や

かな指導ができないことが課題となっている。 

 

③ グローバル化に対応した教育の推進 

(1)児童生徒の英語に対するコミュニケーション能力の向上 

【成果】 

・市内小学校へ３名（週１～２日程度）、中学校へ１名（年間 

３７～７０日程度）の ALTを派遣し、ネイティブスピーカーを

活用した授業の充実を図ることができ、児童生徒の意欲が高ま

った。 

【課題】 

・夏休みに小学３・４年生を対象に１日、小学５・６年生を対象

に１日の「小学生えいご広場」の開催を予定していたが、コロ

ナ禍により中止となった。 

・１１月に直方市英語発表会の開催を予定してコロナ禍により中

止となった。 

・英語でのコミュニケーションに対する意欲や慣れ親しみを高め

るためにも、ALT以外の人材も活用し英語教育の充実を図る必

要がある。 

 

④ ICTを活用した教育活動の推進 

【成果】 
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・令和 2年度末までに 1人 1台タブレットの整備が完了し、令和

3年度に、電子黒板、デジタル教科書指導者用、学習ソフト等 

ICT機器を活用した授業が可能となった。 

・各小中学校へ ICT支援員を派遣し（月１～２日、年間２０２日）、

ICT を活用した学習やプログラミング教育の充実、公務の ICT

機能化を図ることができた。 

・プロジェクトチームによる未来型授業づくりの調査研究を年 4

回行い、タブレット等 ICTを活用した授業づくりの準備を行う

ことができた。 

【課題】 

・１人１台 PC の整備にともなう、ICT 活用の授業改善を推進し

ていく必要がある。 

・教員の ICTスキル向上へ向けた研修を充実させる必要がある。 

・プロジェクトチームによる ICTを活用した授業公開を進めてい

く必要がある。 

・各学校において、ICT教育の年間計画を見直して、タブレット

や電子黒板等を活用した授業づくりを進めていく必要がある。 

７ 取り組み・事業

の今後の方向性な

ど 

① 授業改善の推進 

(1) 小中一貫教育の推進 

・教科の幅を広げた専科教員の配置等の取組の充実 

(2) 直方市ふくおか学力アップ推進事業 

・少人数指導を継続・充実させるための非常勤講師の継続配置 

 

② 基礎学力の定着のための支援および補充学習等の推進 

・集中力を高めるための徹底反復学習の推進 

 ・学習支援員、放課後学習支援員、図書支援員の拡充 

  

③グローバル化に対応した教育の推進 

 ・小学校 ALTの増員 

 ・外部指導員の活用 

 ・英会話等で ICTを活用した効果的な指導 

 

④ICTを活用した教育活動の推進 

 ・タブレット PC等を活用した授業づくりの調査・研究 

 ・ICTスキルアップ研修の充実 

 ・プロジェクトチームによる未来型授業実践の推進 

 ・各学校における ICT機器活用の授業実践の推進 
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指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 達成状況 

① 授業改善

の推進 

 

 

 

② 基礎学力

の定着、

補充学習

の推進 

 

③ グローバ

ル化に対

応した教

育の推進 

 

 

 

 

 

 

 

④ ICT を活

用した教

育活動の

推進 

直方市標準学力調査（小学校）国語・

算数で 95ポイント以上 

 

小中一貫専科教員の配置 

 

学習・図書支援員を配置 

 

 

 

 

市主催指導力向上研修会（小中合同研

修会を含む）の実施 

 

ALTの配置 

 

 

英語ひろばの開催  

 

英語発表会の参加者数 

 

 

プロジェクトチームによる ICT 機器

を活用した未来型授業の研究調査 

国語 0学年 

算数 3学年 

 

3名 

 

学習 15校 

図書 15校 

 

 

 

年 3回 

 

 

小 3名 

中 1名 

 

中止 

 

中止 

 

 

年 4回 

 

国・算 

全学年 

 

3名 

 

学習 15校 

図書 15校 

 

 

 

年 3回 

 

 

小 3名 

中 1名 

 

2日 

 

小  5名 

中 20名 

 

年 4回 

 

B 
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点検及び評価シート ６ 

１ 主要施策名 豊かな心の育成 

２ 取組・事業名 

① 道徳科の授業改善の推進 

② 体験活動等の推進 

③ 人権教育の推進 

④ いじめや不登校の解消 

⑤ キャリア教育の推進 

⑥ 奨学金制度の充実 

３ 担当課 学校教育課 

４ 取組・事業の目

標 

① 子どもたちが自ら考え、議論する道徳科授業への改善・充実

を図る。 

② 自然体験活動、地域の歴史や文化に学ぶ活動などを通して心

の教育の充実を図る。 

③ 人権尊重の精神の育成及び学力と進路の保障を目指して、学

校教育全体を通して人権教育を推進する。 

④ いじめ、不登校の未然防止・早期発見・早期対応のための体

制整備と一人一人に応じたきめ細かな指導や相談等が実施で

きるよう環境整備に努める。 

⑤ 子どもの発達段階に応じた勤労観、職業観を育み、自立した

生き方を考え、進路実現のための支援体制を整備する。 

⑥ 将来の夢に向かって頑張る高校生等を経済的に支援すること

により、市の発展に寄与する人材の育成を図る。 

５ 取組・事業の内

容と取組状況 

① 道徳教育の推進 

・各中学校区合同研修会で「豊かな心の育成」に関する部会を中

心に、小中学校での道徳科授業研究や各学校の実態に応じた取

組について協議を行った。 

 

② 体験活動等の推進 

・各地域の実態に応じた地域の自然や歴史、文化を学ぶ活動を実

施した。 

 

③ 人権教育の推進 

・直方市中学校ブロック人権教育推進事業「第５期事業５年次」

において、各中学校区で学力保障や人権教育、人権のまちづく

りに関する研究部会を設置し、校区の課題を解決するための取

組を行った。 

・「福岡県人権教育推進プラン」をもとに、各学校の人権教育全

体計画を作成し、人権感覚の育成に関する取組を行った。また、

「人権教育のための授業づくり１０の視点」や「環境づくり１

０の視点」をもとにした、人権教育の授業改善を行った。 

・人権教育学習教材集「あおぞら・あおぞら２」や同和教育副読

本「かがやき」を各教科や特別活動の年間計画に位置付け、地
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域教材の積極的な活用を行った。 

 

④ いじめや不登校の対応 

・「直方市いじめ防止基本方針」及び「学校いじめ防止基本方針」

に基づく指導及び対応の徹底を行った。 

・不登校兆候等、配慮を要する児童生徒への対応について、指導

主事が学校訪問を行い、情報収集や関係機関との連絡調整、指

導および対応の徹底を行った。 

・直方市学校適応指導教室を運営し、不登校や不登校兆候児童生

徒の自立心や社会性を高めるための体験的活動を多く取り入

れ、学校復帰に向けた取組を行った。 

・コロナ禍における臨時措置として、各小学校にスクールカウン

セラーの配置が行われ、発達相談やカウンセリングを計画的に

行った。また、中学校においては、年間を通してスクールカウ

ンセラーの効果的な活用を行うことができた。 

さらには、植木中学校に配置されたスーパーバイザー、スクー

ルソーシャルワーカーを中心に、児童生徒の生活環境の改善に

取り組んだ 

 

⑤ キャリア教育の推進 

・地域企業、関係機関、地域人材と連携し、小中学校における職

業学習は、コロナ禍において一部の学校で実施した。 

 

⑥ 奨学金制度の充実 

・市の発展に寄与する人材を育成するために、将来の夢に向かっ

て頑張る高校生を経済的に支援した。 

６ 取組・事業の成

果と課題 

 

① 道徳教育の推進 

【成果】 

・各中学校区で授業研修を実施し、小中合同で道徳科授業づくり

や指導方法の工夫について協議を深めることができた。 

【課題】 

・道徳科授業の指導力向上を図るための研修等を充実させる必要

がある。 

 

② 体験活動の推進 

【成果】 

学年の発達段階に応じた体験学習等を行い、児童生徒の実体験 

の場や感性を高める場を設けることができた。また、総合的な 

学習の時間を中心に、地域の実態に応じた自然や歴史、文化に 

ついての学習を行い、地域に対する理解を深めることができ 

た。 
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・小学６年生を対象とした「高取焼体験」 

・小学５年生を対象とした「自然教室」 

・小学３年生を対象とした「石炭記念館見学」 

・子ども絵画・版画作品展の実施 

【課題】 

・コロナ禍において、「心の劇場」、「子ども音楽祭」「小中文化

展」は中止となり、「石炭記念館見学」も一部の学校において

実施できた状況であった。また、小・中学生を対象とした「英

語発表会」も中止となった。 

・予算縮小にともない、事業によっては開催が難しくなってきて

おり、児童生徒への効果を検証し、事業の再編を行う必要がある。 

 

③ 人権教育の推進 

【成果】 

・各中学校区の実態に応じた取組を行うことができた 

・各中学校区の重点課題を中心に、児童生徒の人権感覚や人権に

関する知識理解の育成についての授業実践を行うことができ

た。 

【課題】 

・各学校の人権教育学習教材の活用や年間計画について見直しを

適宜行う必要がある。 

 

④ いじめや不登校対応 

【成果】 

・直方市いじめ防止基本方針やいじめの重大事態発生時の取組に

ついて、生徒指導担当者研修会を実施し、取組の共通理解と徹

底を図った。 

・指導主事による学校への巡回訪問を行い(年３回)、情報収集及

び取組への指導・助言を行った。また、必要に応じて要保護児

童対策地域協議会のネットワークを活用し、こども育成課家庭

児童相談員と連携し、早期に事態の収拾を図ることができた。 

・直方市学校適応指導教室の入級状況は、中学生１2名であった。 

  生徒の実態に合ったきめ細かな指導を行うことができた。 

・小学校に配置されたスクールカウンセラーが、各小学校での発

達相談やカウンセリングを行い、児童や保護者の不安解消につ

ながった。また、植木中学校に配置されたスクールソーシャル

ワーカー等を活用し、児童生徒の生活環境の改善に取り組むこ

とができた。 

【課題】 

・本年度は、小学校にスクールカウンセラーの配置ができたが、 

コロナ禍において来年度も引き続き、小学校における配置が必
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要となる。年々小学校における相談件数が増加している現状が

ある。 

・不登校の未然防止の取組を行ったが、コロナ禍の影響もあり、

昨年度より不登校児童生徒数を減少させるまでには至らなか

った。 

・直方市学校適応指導教室への入級希望者が増加し、場所の広さ

や生徒一人一人への支援に課題が残った。 

 

⑤ キャリア教育 

【成果】 

・地域企業、関係機関、地域人材と連携し、中学 1,2年生を対象

に職業学習「夢授業」を実施した。 

【課題】 

・中学２年生を対象に地域企業、団体、関係機関と連携して行う、

「直方市１４才チャレンジウィーク」は、コロナ禍の影響で中

止となった。 

・小中９年間を見通したキャリア教育を推進する必要がある。 

 

⑥ 奨学金制度の充実 

【成果】 

・市内在住の高校生１４名に月額２万円を給付する「ハートフル

奨学金」を実施した。 

【課題】 

・今の事業規模で事業を継続していくこと 

７ 取組・事業の今

後の方向性等 

① 道徳教育の推進 

中学校区小中合同部会を活用した授業研修の充実 

 

② 体験活動の推進 

発達段階に応じた体験学習の継続と整理 

 

③ コロナ禍における取組の推進 

人権教育の推進 

人権教育年間計画の再検討 

 

④ いじめや不登校対応 

小学校におけるスクールカウンセラーの配置 

不登校兆候児童生徒へ早期対応の充実 

 

⑤ キャリア教育 

  地域企業、関係機関、地域人材と連携した「夢授業」の継続 

小中９年間を見通したキャリア教育を推進 

 

⑥ 奨学金制度の充実 

ハートフル奨学金の制度の継続 
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指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 達成状況 

① 道徳科の授業

改善の推進 

 

② 体験活動等の

推進 

 

 

 

 

③ 人権教育の推

進 

 

 

 

 

④ いじめや不登

校の解消 

 

 

 

⑤ キャリア教育

の推進 

 

⑥ 奨学金制度の

充実 

小中合同による授業研修会を実施 

 

 

各学年の実態に応じた体験活動 

心の劇場、高取焼体験、自然教室、

石炭記念館・汽車倶楽部見学、大相

撲観戦、子ども音楽祭、英語発表会、

職場体験 

 

各学校人権教育研修会の実施 

 

 

小中合同研修会の実施 

 

 

不登校児童生徒の割合 

 

 

 

 

職場体験の実施 

 

 

奨学金制度を実施 

各中校区で

実施 

 

コロナ禍に

おいてでき

る学校のみ

実施 

 

 

実施率 

100% 

 

年 3回 

 

 

小学校 

1.1％ 

中学校 

6.1％ 

 

中止 

 

 

14名 

(1名辞退) 

各中学校

区で実施 

 

すべて実

施 

 

 

 

 

実施率 

100％ 

 

年 1回 

 

 

小学校 

0.7％ 

中学校 

5.5％ 

 

3日実施 

 

 

15名 

B 
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点検及び評価シート ７ 

１ 主要施策名 健やかな体の育成 

２ 取組・事業名 
① 運動やスポーツをする習慣を定着させる取組 

② 健康教育・安全教育の推進 

３ 担当課 学校教育課 

４ 取組・事業の目

標 

① 運動に慣れ親しみ、体力や運動能力を向上させる教育活動を

推進する。 

② 生涯を通じて健康で安全な生活を送ることができるように食

育や薬物乱用防止教育等の健康教育を推進する。 

５ 取組・事業の内

容と取組状況 

① 運動やスポーツをする習慣を定着させる取組 

・新体力テストの実施 

・「体力向上プラン」の取組の促進 

・スポコン広場等の積極的活用 

・中学校部活動の運営支援及び外部指導者の派遣 

 

② 健康教育・安全教育の推進 

・栄養教諭・学校栄養職員、養護教諭等と連携した食育の推進 

・「直方市食育推進計画」に基づく食育の推進 

・規範意識育成のための指導の充実 

  (薬物乱用防止、ネットモラル育成等) 

・安全教育・防犯教育の実施 

  (交通安全、救命救急、火災対応、地震対応等) 

 

６ 取組・事業の成

果と課題 

 

① 運動やスポーツをする習慣を定着させる取組 

【成果】 

・コロナ禍において、各学校でできる範囲で、新体力テストを実

施した。児童生徒が目標を持って新体力テストを行うことがで

きるように工夫を図った。 

・新体力テストの結果(前年度)をもとに各学校で「体力向上プラ

ン」を作成し、各学校独自の取組(１校１取組)を中心に体力向

上の取組を実施した。 

 （主な取組） 

□ 運動週間を設定し、○○オリンピック等の実施 

□ 体育委員会を中心とした定例の全校外遊びの実施 

□ スポコン広場の活用 

・コロナ禍の影響でスポコン広場チャレンジランキングゾーンへ

の登録は、8 小学校であった。また、本年度のスポコン広場地

区大会は中止となった。 

・部活動の活性化並びに教員の負担軽減及び超過勤務縮減を図る

ために、直方市中学校部活動外部指導者を中学校へ派遣した。

（直一 ３名、直二 ３名、直三 ４名、植木 １名） 
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【課題】 

・各学校の実態に応じた運動の習慣化や体力向上プランを中心と

した取組の充実 

 

② 健康教育・安全教育の推進 

【成果】 

・「食育」を学校教育指導計画に位置付け、栄養教諭・学校栄養

職員、養護教諭等による「食育の授業」を全ての学校で実施し

た。 

・「規範教育」「情報モラル教育」は、全小中学校で実施した。 

・「安全教育」「防犯教育」「防災教育」を学校教育指導計画に位

置付け、各学校で実態に応じた交通安全教室や防犯教室、避難

訓練等を実施した。 

【課題】 

・情報モラル教育の充実と徹底、保護者への啓発 

７ 取組・事業の今

後の方向性等 

① 運動やスポーツをする習慣を定着させる取組 

 ・新体力テスト実施における地域人材の活用 

 ・スポコン広場の有効活用 

 ・部活動指導員の継続配置と増員 

 

② 健康教育・安全教育の推進 

 ・各学校での食育の充実 

 ・情報モラル教育の充実と徹底、保護者への啓発 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 達成状況 

① 運動やスポー

ツをする習慣

を定着させる

取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新体力テスト（小 5、中 2） 

各種目全国平均値以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポコン広場チャレンジランキン

グゾーンへの登録 

 

部活動外部指導者数 

 

生活リズムチェックの実施 

コロナ禍

に お い

て、各学

校ででき

る範囲で

実施 

( 全 国 平

均との比

較不可) 

 

 

8校 

 

 

11名 

 

15校実施 

全 種 目 で

全 国 平 均

値以上 

(全 8種目) 

 

 

 

 

 

 

11校 

 

 

12名 

 

15校実施 

 

B 
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② 健康教育・安全

教育の推進 

 

 

 

 

 

 

 

「食に関する指導」を位置付け 

 

火災・地震・不審者・水害等の避難

訓練の実施 

 

 

交通安全教室の実施 

 

 

情報モラル教育の実施 

 

15校実施 

 

全小中学

校 2 回以

上実施 

 

コロナ禍

中止 

 

15校実施 

15校実施 

 

全 小 中 学

校 2回以上

実施 

 

11小学校 

 

 

15校実施 
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点検及び評価シート ８ 

１ 主要施策名 特別支援教育の充実 

２ 取組・事業名 

① 連続性のある多様な学びの場における教育の充実 

② 就学前における支援の充実 

③ 安全・安心かつ効果的に学べる環境整備 

④ 専門性の向上と支援体制の整備・充実 

３ 担当課 学校教育課 

４ 取組・事業の目

標 

① 特別な支援を必要とする児童生徒の自立と社会参加を目指

し、一貫した継続性のある指導支援の充実を図る。 

② 幼児の実態と教育的ニーズに対して、適切な学習環境を提供

するための支援に努める。 

③ 特別な支援を必要とする児童生徒が、安全・安心かつ効果的

に学べる教育環境の整備を推進する。 

④ 特別な支援を必要とする児童生徒の教育的ニーズに応じた指

導・支援を行うため、教職員の専門性向上と組織体制の整備

を図る。 

５ 取組・事業の内

容と取組状況 

① 連続性のある多様な学びの場における教育の充実 

 ・発達障がい児等教育支援事業の実施 

 ・家庭及び福祉機関との連携強化 

 

② 就学前における支援の充実 

・就学に向けた相談活動・支援の充実 

 ・保育園・幼稚園・児童発達支援センター等への訪問実施 

 

③ 安全・安心かつ効果的に学べる環境整備 

 ・特別な支援を要する児童生徒の実態に対応した合理的配慮の

提供 

 ・特別支援教育支援員の配置 

 ・通級指導教室の充実 

 ・特別支援学校との連携 

 ・スクールカウンセラーの活用 

 

④ 専門性の向上と支援体制の整備・充実 

 ・特別支援教育研修会の実施 

 ・特別支援就学担当者会の実施 

６ 取組・事業の成

果と課題 

 

① 連続性のある多様な学びの場における教育の充実 

【成果】 

・４月に市内小中学校、保育園・幼稚園へチラシ等を配布し、家

庭との連携を啓発した。 

・市の事業だけではなく、県の事業や特別支援学校のセンター機

能を活用した巡回教育相談を実施した。 
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・市の臨床心理士が配置されたことにより、発達相談の回数や内

容を充実させることができた。 

【課題】 

・相談案件の増加への対応と関係機関との連携 

 

② 就学前における支援の充実 

【成果】 

・未就学児に対する就学相談を実施した。また、市内の保育園・

幼稚園の訪問による情報収集、市内小中学校及び特別支援学校

の学校見学、体験授業参加への支援を行った。 

・市配置の臨床心理士の活用により、きめ細かな就学相談を実施

することができた。 

【課題】 

・相談案件の増加への対応と関係課との連携 

 

③ 安全・安心かつ効果的に学べる環境整備 

【成果】 

・学校教育係担当者の訪問による通級による指導教室の指導状況

の把握と指導担当者との児童・生徒の入退級協議を適宜行っ

た。さらに、感田小学校への新設要望を行った。 

・スクールカウンセラーや特別支援学校と連携し、特別な支援を

必要とする児童生徒への支援体制を充実させることができた。 

【課題】 

・感田小学校の新設要望は、実現できなかった。 

 

④ 専門性の向上と支援体制の整備・充実 

【成果】 

・市主催研修において、就学事務担当者を対象とした研修会を実

施した。 

・特別支援教育支援員を３５名配置し、個に応じた指導を充実さ

せた。（小学校 25名、中学校 7名） 

【課題】 

・特別支援教育支援員の人材確保 

・継続的な専門研修の実施 

７ 取組・事業の今

後の方向性等 

① 就学相談や発達相談の件数の増加への対応 

② 特別支援学校等の関係機関との連携の推進 

③ 継続的な専門研修の実施と内容の充実 

④ 特別支援教育支援員の人材確保 
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指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 達成状況 

① 連続性のある

多様な学びの

場における教

育の充実 

 

② 就学前におけ

る支援の充実 

 

③ 安全・安心かつ

効果的に学べ

る環境整備 

 

④ 専門性の向上

と支援体制の

整備・充実 

臨床心理士による発達相談の実施 

 

 

 

 

臨床心理士による就学相談の実施 

 

 

児童生徒の実態に応じた支援員の配

置 

 

 

就学事務担当者、特別支援教育コー

ディネーター、特別支援学級担当者

研修会の実施 

41件 

 

 

 

 

99件 

 

 

32名の配

置 

 

 

1回 

40件 

 

 

 

 

100件 

 

 

32名の

配置 

 

 

1回 

A 
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点検及び評価シート ９ 

１ 主要施策名 信頼される学校づくりの推進 

２ 取組・事業名 

① 教職員研修の改善・充実 

② 学校運営・評価システムの充実 

③ 学校・家庭・地域の連携強化 

④ 学校危機管理の徹底 

３ 担当課 学校教育課 

４ 取組・事業の目

標 

① 学校の教育力を高めるために、教職員の資質や指導力を高め

る研修や支援体制の充実に努める。 

② 学校評議員制度や学校評価の充実を図る学校運営の改善を推

進する。 

③ コミュニティ・スクールの推進を図り、地域住民等と連携し

た教育活動の充実を図る。 

④ 児童生徒の安全教育の充実と教職員の危機管理対応能力の向

上を図るとともに、地域や関係機関・団体との連携を密にし

た安全対策を推進する。 

５ 取組・事業の内

容と取組状況 

① 教職員研修の改善・充実 

・小中一貫教育推進のための研修会の充実 

・教育委員会指定研究委嘱校への指導・支援 

・各種担当者研修会の充実 

・研修会への参加奨励と指導・支援 

・教育論文・実践記録の応募奨励と継続的な指導・支援 

・教育研究所研究員に対する継続的な研究支援 

・不祥事防止研修会の実施 

② 学校運営・評価システムの充実 

・学校評議員制度の充実及び学校「自己評価」「関係者評価」の

公表・報告の推進 

・学校評価を活用した保護者や地域の信頼に応える学校づくりの

推進 

・人事評価に基づく計画的な人材育成の推進 

 

③ 学校・家庭・地域の連携強化 

・地域住民等を活用した学習指導の支援 

・地域人材や学生を活用した教育活動や補充学習の拡充 

・情報モラル等の育成に係る PTAや家庭との連携・協働の強化 

・教育委員会だより「直方の教育」の発行 

・コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）研究校指定 

 

④ 学校危機管理の徹底 

・関係機関（警察、消防署、庁内関係各課）や地域団体等との連

携強化 
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・「学校危機管理マニュアル」「安全マップ」の見直しと徹底 

・通学路の安全点検及び整備促進 

６ 取組・事業の成

果と課題 

 

① 教職員研修の改善・充実 

【成果】 

・直方第三中学校区、植木中学校区を研究指定し、授業力を高め

るための研究発表会、授業研究交流会、校内研修等で指導助言

を行った。 

・令和元年度より３カ年で、全教職員を対象に救命救急講習会を

実施している。 

・教育論文・実践記録の応募奨励と継続的な指導・支援を行った。 

【課題】 

・教育論文・実践記録の応募数が昨年度を下回った。 

 

② 学校運営・評価システムの充実 

【成果】 

・学校教育目標の実現状況を計るために「学校の自己評価」を実

施し、次に学校評議員や地域住民、保護者など地域人材による

外部評価を実施し、地域からの信頼を得るよう指導した。 

・各学校より、３月末に評価結果を報告させた。 

【課題】 

・学校改善を目指す学校評価のあり方と公表の仕方について今後

とも保護者・地域へ発信していく必要がある。 

 

③ 学校・家庭・地域の連携強化 

【成果】 

・各中学校区において学習規律や基本的生活習慣の定着を目指し

た家庭学習の手引きやリーフレットを配布し、保護者・地域と

の連携を図った。 

・「家庭学習の習慣化」を図るため、放課後学習を実施した。 

・コミュニティ・スクール研究指定校(２校)の組織づくりができ

た。 

【課題】 

・コロナ禍における家庭地域と連携の仕方について検討する必要

がある。 

 

④ 学校危機管理の徹底 

【成果】 

・火災、自然災害、不審者、救急救命、学校事故等の危機管理に

ついて、教職員の具体的な動きがわかるようなマニュアルの共

通理解の徹底を図った。 
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・通学路安全プログラムに基づき、保護者と連携した通学路点検

を実施し、関係機関・庁内関係課と連携した安全対策を行うこと

ができた。 

・「学校連絡メール」を活用し、学校や保護者、地域住民に情報

提供し、緊急時への対応を行った。 

【課題】 

・学校・教育委員会が関係機関と連携して、コロナ禍における危

機管理の徹底を図る必要がある 

７ 取組・事業の今

後の方向性等 

① 教育論文、実践記録への応募を奨励し、教員の指導力向上へ

つなげる。 

② 各学校において、家庭や地域と連携を深め、特色のある教育

活動を展開する。 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 達成状況 

① 教職員研修の

改善・充実 

 

② 学校運営・評価

システムの充

実 

 

 

③ 学校・家庭・地

域の連携教強

化 

 

④ 学校危機管理

の徹底 

 

教育論文の応募数 20点以上 

（各学校 1点以上） 

 

自己評価・関係者評価の実施と公

表 

 

 

 

研究指定校でのコミュニティ・ス

クール準備委員会の開催 

 

 

地域・保護者と連携した通学路安

全点検の実施 

18点 

 

 

自己評価 

関係者評価 

実施 100% 

公表 100% 

 

年 2回 

 

 

 

実施率 

100% 

20点 

 

 

自己評価 

関係者評価 

実施 100% 

 公表 100％ 

 

年 3回 

 

 

 

実施率 

100% 

B 
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点検及び評価シート １０ 

１ 主要施策名 就学前教育の充実 

２ 取組・事業名 

① 就学前教育・保育の質の向上 

② 就学前教育・保育の無償化 

 

３ 担当課 こども育成課 

４ 取組・事業の目

標 

幼稚園・保育所を対象とした研修会及び研修受講を促進し、家

庭での子どもへのかかわり方について保護者対象に研修行うこ

とにより教育・保育の質の向上を図る。また、子育てを行う家庭

の経済的な負担を軽減し、子どもの健やかな成長のための適切な

環境を確保する。 

５ 取組・事業の内

容と取組状況 

① 就学前教育・保育の質の向上 

幼稚園協会、保育協会に幼児教育研修費として補助事業を実

施。ペアレントトレーニングの保育現場への応用として保育

所での勉強会の実施。0 歳児の赤ちゃんを持つ親を対象とし

た研修の実施。 

② 幼児教育無償化の実施 

３歳から５歳までの全ての子どもの幼稚園、保育所、認定こど

も園等の費用を無償とする。また、0歳から 2歳までの住民税非

課税世帯の子どもについても保育所等の費用を無償とする。 

 

６ 取組・事業の成

果と課題 

 

⑤ 就学前教育・保育の質の向上 

【成果】 

 ・外部研修について新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

に遠隔地でも参加できるように研修用ビデオや遠隔地での研修

を受けることができるように機材購入を補助し環境整備を行っ

た。 

・ペアレントトレーニングを保育現場へ応用した研修を福岡県

立大学から講師を招いて若草保育園１園で実施。 

・０歳児の赤ちゃんをもつ両親を対象として絵本の読み聞かせ

講座を実施。 

□ 令和 2年度 研修事業補助金 

   幼稚園協会   953,000円 

保育協会    1,000,000円 

□ 令和 2年度 ペアレントトレーニング保育現場応用研修会 

全７回（そのうち１回は保育参観） 

 □ 令和 2年度 絵本の読み聞かせ講座 

    2回実施 

【課題】 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りながら事業の継

続をしている。保育士等の不足により研修の際の代替職員の確保

が難しいが新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、研修が

遠隔地でも参加できるようになった。 

⑥ 幼児教育無償化の実施 

【成果】 

 令和元年 10 月から国の制度として幼児教育の無償化が実施さ
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れることとなった。３歳から５歳までの全ての子どもの幼稚園、

保育所、認定こども園等の費用を無償化した。 

□ 令和 2年度 （令和元年 10月から実施） 

幼稚園対象児童     676人          

   保育所対象児童      704人          

   認定こども園対象児童   93人  

【課題】 

 保育士不足により保育所の待機児童が発生している。 

７ 取組・事業の今

後の方向性等 

保育所・幼稚園においては研修と実践を通じて幼児教育の質が 

向上するように働きかけていく。家庭でのかかわり方を講座や地

域子育て拠点事業の中で示す。また、少子化対策として保護者の

経済的な負担を軽減する幼児教育無償化を着実に実施する。 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 達成状況 

 

就学前教育の充実 

研修会の延べ参加人数 

ペアレントトレーニング保育現場

応用参加園 

無償化された児童の数 

235人 

１園 

 

1,437人 

310件 

3園 

 

1,437人 

B 
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点検及び評価シート １１ 

１ 主要施策名 発達支援の充実 

２ 取組・事業名 
発達に支援が必要な子どもが通う保育所、幼稚園、認定こども

園への相談支援体制を整える。 

３ 担当課 こども育成課 

４ 取組・事業の目

標 

子どもの健やかな成長のために、支援を要する乳幼児の保育を

保育士が実践できるよう支援体制の拡充を図る。 

５ 取組・事業の内

容と取組状況 

保育所、幼稚園、認定こども園への巡回相談体制の確立 

支援を要する乳幼児を保育する保育士を支援するため、保育

所、幼稚園、認定こども園からの依頼を受けて、保健師がコーデ

ィネートを行い、保健士及び臨床心理士が園を訪問し相談を受

け、こどもの個性にあわせた対応方法を教授した。 

６ 取組・事業の成

果と課題 

保育所、幼稚園、認定こども園への巡回相談体制の確立 

【成果】 

 令和 2年度 巡回相談申込 

 幼稚園 5園 

        保育園 10園 

        認定こども園 １園 

        巡回回数 90回、面談回数 88回 

【課題】 

 気になる子どもの支援について、対象となる乳幼児の数が市内

で令和 2 年では 74 名と大変多くなっている。また、相談を受け

た場合のフォローは半年で 305回となった。そのため、支援者を

増やすことが課題。また、保育士等が保護者の理解を得られない

ことが多く苦慮している。 

７ 取組・事業の今

後の方向性等 

巡回相談は相談の対象者となる子どもの状況に応じて保育所・幼

稚園のクラス運営にかかわることと乳幼児検診のフォローとし

て療育につなげることに分けて、それぞれの専門職が対応してい

く体制を整える。 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 達成状況 

発達支援の充実 巡回相談実施 
 

90回 

 

90回 
A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 32 - 

 

点検及び評価シート １２ 

１ 主要施策名 子ども・家庭支援の充実 

２ 取組・事業名 

① 子育て世代が必要な情報を集約し発信を行う。 

② 他機関が連携した子育て支援。 

③ 多世代及び地域が連携した子育て支援の充実 

３ 担当課 こども育成課 

４ 取組・事業の目

標 

家庭、学校、地域が相互に連携を図りながら、各々の役割を果

たしながら協力して子育てを行うことを目的とする。 

５ 取組・事業の内

容と取組状況 

① 子育て情報発信のため、子育て情報を集めた「子育てガイド」

の作成 

 結婚、出産、子育てから奨学金制度や就労支援など、多岐にわ

たる情報を取りまとめ子育て世代へ発信する。 

 

② 地域と連携した家庭児童相談と支援体制づくり 

 要保護児童対策地域協議会では、児童福祉機関、保健医療機関、

教育機関、警察・司法機関が連携して支援を行っている。 

 

③ 子育てサロンでの多世代交流の推進 

 筑豊高校と共同で高校生と子育て世代の交流会を実施。 

□ 令和 2 年度 5 回実施（予定は 7 回、新型コロナウイルス

感染症感染拡大防止のため 2回中止） 

６ 取組・事業の成

果と課題 

 

① 子育て情報発信のため、子育て情報を集めた「子育てガイド」

の作成 

【成果】 

子育て情報紙「子育てガイド」を作成し、市役所窓口等で配布

を行った。内容については、子育て世代が原案の作成をしている

ため、見やすくわかりやすいと好評を得ている。 

□令和元年度 年 2回更新 

【課題】 

情報が常に新しくなるので陳腐化しないように常に更新する

必要がある。 

 

② 地域と連携した家庭児童相談と支援体制づくり 

【成果】 

要保護児童対策地域協議会では、問題が深刻化する前に早期発

見・早期対応を行い、子どもや家庭に対するきめ細やかな支援を

行った。 

□令和 2年度 要保護児童対策地域協議会 

代表者会議          1回実施 

実務者会議          12回実施 

         個別検討会議       190回実施 

【課題】 

子どもの虐待への対応は、多数の関係機関が関与していること

から、児童相談所と市町村の間での役割分担が曖昧になる恐れが

ある。定期的に状況確認、主担当者の確認及び支援方針の見直し

を行う必要がある。 
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③ 子育てサロンでの多世代交流の推進 

【成果】 

 筑豊高校と市が将来に渡って合同で多世代間の交流を進める

ために協定を締結し、子育てサロンを連携しながら継続していく

こととした。 

□令和 2年度 子育てサロン参加者（延べ人数） 

大人 47人、子ども 51人、高校生 50人 

【課題】 

交流内容の更なる充実を図ることが必要。また、地域交流・多

世代交流の横展開を目指す。 

７ 取組・事業の今

後の方向性等 

「子育てガイド」を令和２年度においても発行する。また、「つ 

ながるのおがた」を使った子育て情報の発信を積極的に行う。子

育てサロンにおいては地域交流の更なる促進を図っていく。 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 達成状況 

子ども・家庭支援の

充実 

① 子育て冊子発行部数 

② 延べ相談件数 

③ 子育てサロンの参加人数 

1,000冊 

3,534件 

148人 

1,000冊 

3,534件 

210人 

A 
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点検及び評価シート １４  

１ 主要施策名 青少年の健全育成と交流体験活動事業の充実 

２ 取組・事業名 
① 自然とのふれあい体験や様々な生活体験活動の実施 

② 地域の歴史や伝統文化に触れる活動の実施 

３ 担当課 文化・スポーツ推進課 

４ 取組・事業の目

標 

① 自然とのふれあい体験や様々な生活体験活動を通して、健や

かで、豊かな人間性や志を持ち、たくましく生き抜く力を備

えた青少年の育成を図る。 

② 地域の歴史や伝統文化に触れる活動を通して、郷土への誇り

や愛着を持つ機会の充実を図る。 

５ 取組・事業の内

容と取組状況 

⑤ 自然とのふれあい体験や様々な生活体験活動 

・切り絵～風景画を切り絵にしよう！！ 20名 

・カヌー川下り 24名（うち小中学生 19名） 

・まちなかを探検して、ぼうさいマップを作ろう！！ 19名 

・「ボッチャ」体験 44名 

・直方市子ども紙ヒコーキ大会 39名 

・空気のふしぎ実験ショー（新型コロナウィルス感染症のため中

止 

・親子でおから味噌づくりに挑戦しよう！（新型コロナウィルス

感染症のため中止） 

⑥ 地域の歴史や伝統文化に触れる活動 

・将棋大会 17名の小中学生によるリーグ戦 

６ 取組・事業の成

果と課題 

 

① 自然とのふれあい体験や様々な生活体験活動の実施 

【成果】 

自然とふれあうことで冒険心を体感し、集団生活では協調性や

責任感を育むとともに各地域間の交流や異年齢、異世代間でのふ

れあいを深めることができた。特にカヌー体験は普段の陸上の生

活からは見ることのできない直方市ならではの自然を生かした

体験で、大人も子供も遠賀川からの風景を楽しむ貴重な体験とな

っている。また、生活の身近にあるものを利用し創造性豊かな作

品を作ることにより豊かな心を養えた。 

【課題】 

新たな事業の試みはあったものの、全体を通して内容が固まっ

てきている。 

多様性の社会にあった青少年の育成が図られるような取り組

みが必要である。 

 

② 地域の歴史や伝統文化に触れる活動の実施 

【成果】 

将棋大会が開催された歳時館は、近代の炭鉱開発に尽力した堀

三太郎の邸宅を復元した歴史ある施設で、庭園もある純和風の落

ち着いた空間の中、古き良き日本の伝統文化を学び、礼儀作法、
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集中力、考える力を身に付け社会性を育むことができた。 

【課題】 

今後も新たな人的・文化的な要素を取り込み、直方ならではの

文化や歴史に触れる機会を創出する必要がある。 

７ 取組・事業の今

後の方向性等 

青少年事業は、毎年充実した内容であるものの中味が固定され

ていることが最大の課題であった。時代のニーズにあった青少年

事業を行うために、令和 2年度は大幅な内容の刷新を行った。 

具体的には、子ども達でおこなう防災マップづくりや、紙ヒコ

ーキを創意工夫して作成し、飛距離や滞空時間を競う紙ヒコーキ

大会を開催し、中止となったが親子で参加型の味噌作り教室も企

画した。さらに、オリンピック・パラリンピックを見据え、パラ

リンピック競技のひとつ「ボッチャ」の体験会を実施した。 

こうした事業を継続して行うことにより、健全かつ移り変わり

の激しい時代に挑んでいけるような力強く独創性のある人材の

育成を図る。 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 達成状況 

青少年の健全育

成と交流体験活

動事業の充実 

青少年育成市民会議事業の回数 6回 12回 

B 
青少年育成市民会議事業の参加

人数 
163人 320人 
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点検及び評価シート １５  

１ 主要施策名 青少年の健全育成と交流体験活動事業の充実 

２ 取組・事業名 
「はつらつ塾」受講生及び地域の高齢者によるふれあい交流事

業の推進 

３ 担当課 文化・スポーツ推進課 

４ 取組・事業の目

標 

高齢者向けの学習講座「はつらつ塾」の受講生が、学びの成果

を発揮する場として、また、地域の高齢者が、自分の経験や知識、

特技を披露する場として、受講生や地域住民からなる学校支援・

学習支援ボランティアを募り、子どもたちとの交流の場を設け、

高齢者の生きがいづくりや学習意欲を喚起するとともに子ども

たちの体験学習を支援する。 

５ 取組・事業の内

容と取組状況 

学校支援・学習支援ボランティア（支援者）が学校を訪問し、

講座で学んだ内容及び今までの経験や知識、特技を活かし、子ど

もたちの総合学習等の場で教えた。今年度は、新型コロナウィル

ス感染症の影響で、１学期及び３学期（一部）の交流を取りやめ

た。 

市内 11 小学校等を中心に訪問し、108 回のふれあい交流で、

延べ 448 名が参加した。実施内容は、習字支援 74 回、家庭科支

援 3回、総合的な学習（平和学習、しめ縄作り等）3回、昼休み

のふれあい交流（昔遊び）26回、はつらつ塾交流 2回であった。 

６ 取組・事業の成

果と課題 

 

【成果】 

高齢者の生きがいづくり、子どもとの世代間交流、学校の学習

指導支援など生涯学習の推進・学校と地域との連携強化に一定の

効果を上げている。 

【課題】 

支援者の高齢化が進んでおり、支援者の確保が難しくなってい

る。今年度も地域住民等に当該事業の目的・概要等を説明し、新

たな支援者 5名を確保できたものの、依然支援者の確保が課題で

ある。 

７ 取組・事業の今

後の方向性等 

一定の効果があるため、今後も継続していきたいと考えている

が、事業の担い手である支援者が減少しているため、対応が可能

な範囲まで支援回数を減らして実施する。 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 達成状況 

青少年の健全育

成と交流体験活

動事業の充実 

ふれあい交流実施回数 108回 100回 

B 
ふれあい交流支援者延べ人数 448人 500人 
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点検及び評価シート １６  

１ 主要施策名 スポーツの振興 

２ 取組・事業名 市民の誰もがスポーツに参加できる環境づくりの推進 

３ 担当課 文化・スポーツ推進課 

４ 取組・事業の目

標 

地域住民相互の親睦、融和を図り、生涯を通じてスポーツ・レ

クリエーション活動の振興に資するとともに、一層健康で心豊か

な市民生活を図る。 

５ 取組・事業の内

容と取組状況 

・各種スポーツ教室等 

 日付 教室名等 備考 

①  6/21 親子着衣水泳教室 新型コロナで中止 

②  7/1 おとな卓球教室 新型コロナで中止 

③ 7/23 こども陸上教室 新型コロナで中止 

④ 8/13 
2020 パラリンピック聖火ビ

ジェット（式典） 

オリンピック延期

の為、令和 3年 

8月 12日に延期 

⑤ 8/23 
カヌー川下り 24名 

（うち小中学生 19名） 

水辺館カヌー乗艇

場から中島橋付近

まで ㎞ 

⑥ 9/3 ポスチャサイズ７回、17名 

社交ダンスの動き

を取り入れた、1

人で行う姿勢矯正

に役立つ体操。 

⑦ 10/4 体力テスト会 新型コロナで中止 

⑧ 10/6 弓道教室 12回、6名  

⑨ 10/11 

トップアスリート事業 

「ボッチャ体験会」 

47名 

赤や青のボールを

投げ、ジャックボ

ール（目標球）と

呼ばれる白いボー

ルにいかに近づけ

るかを競う競技を

体験。 

⑩ 11/15 
直方市子ども紙ヒコーキ大会

39名 

 

⑪ 12/13 こども陸上教室記録会 新型コロナで中止 

⑫ 12/13 

トップアスリート事業 

「アンプティサッカー＆サッ

カー教室」 

14名 

「アンプティサッ

カー」とは主に上

肢または下肢の切

断障がいのある

人々により行われ

るサッカーを体

験。 
 



- 38 - 

 

６ 取組・事業の成

果と課題 

【成果】 

⑨パラリンピック競技「ボッチャ」体験会を開催し、障がいの有

無にかかわらず子どもから高齢者まで幅広く、どんな人でも楽

しむことができた。体力や技術だけでなく、頭を使いチームで

作戦を立てるなど競技の面白さを体感することが出来た。 

【課題】 

⑨市で初めて「ボッチャ」体験会を開催したが、今後の方向性に

ついて、確立していない。 

（自治会等への働きかけなど） 

 

【成果】 

⑫「アンプティサッカー＆サッカー教室」のアンプティサッカー

を体験して、日常の生活やリハビリ医療目的で使用しているク

ラッチを使って、シュートやドリブルを体験したが、思った以

上に難しく体力が（腕力）が必要だった。小学生は、足を付い

たらいけないことを忘れてボールを追うことに夢中になって

いた。この体験を通し、障がいを持った人はどんな気持ちなの

か考え、体験することが出来た。 

【課題】 

⑫参加者 50 名を予定していたが、この時期は、各サッカーチー

ムはリーグ戦などに参加しているため、実際の参加者は 14 名

であった。今後は日程調整や周知方法も含め検討する必要があ

る。 

７ 取組・事業の今

後の方向性等 

スポーツへの市民の関心を醸成するため、魅力的なスポーツ教

室や障がい者スポーツの紹介等を検討していく。 

令和３年度も引き続き、障がい者スポーツである「ボッチャ体

験会」を実施し、障がい者スポーツの普及に努める。  

新型コロナウィルス感染対策を徹底し、政府や行政機関等の動向

に注視しながら、事業を実施するか検討する必要がある。 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 達成状況 

スポーツの振興 

スポーツ教室等種目数 

（新型コロナの影響で中止あり） 
6種目 12種目 

B 
スポーツ教室参加者 

（新型コロナの影響で中止あり） 
147人 640人 
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点検及び評価シート １７ 

１ 主要施策名 文化財の保護と学習機会の充実 

２ 取組・事業名 

① バーチャルミュージアム事業の推進 

② 石炭記念館記録保存 DVD販売事業 

③ 文化財関係の公開事業・企画展等の実施 

３ 担当課 文化・スポーツ推進課 

４ 取組・事業の目

標 

① 直方市の歴史、文化財を広域的に誰もが接する機会を提供す

る。 

② 郷土の文化遺産の保存、整備に努め、記録映像等を活用し次

の世代へ継承する。 

③ 郷土の歴史や文化財に直接接する機会を提供し、愛着と理解

を醸成する。 

５ 取組・事業の内

容と取組状況 

① バーチャルミュージアム事業の推進 

閲覧者数 9,403名（昨年度比 1,412名増） 

スマートデバイス対応版の作成、資料の追加を行った。 

② 石炭記念館記録保存 DVD販売事業 

直方市石炭記念館館長の想いと語りの記録映像を作成。 

売上枚数 59枚 

③ 文化財関係の公開事業・企画展等の実施 

遠賀川流域の古墳同時公開（水町遺跡公園）郷土資料室企画展、

歴史講座、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため実施せず。

文化財関係出前講座（計１回 計 20人） 

６ 取組・事業の成

果と課題 

 

① バーチャルミュージアム事業の推進 

【成果】 

直方にゆかりのある文化財をインターネット上に公開し、誰も

が簡単に郷土の文化財の情報を得ることができる。令和２年度に

スマートデバイス対応版を作成した。文化財の所在地をグーグル

マップ上に示すことで、現地に足を運んでもらえるような仕組み

を整え、市民の郷土愛の醸成や広域的に魅力のある直方を発信し

ている。 

【課題】 

閲覧者は増加しているものの、もっと多くの方に利用をしても

らえるよう、日常的な更新とデータの追加を行う。 

② 石炭記念館記録保存 DVD販売事業 

【成果】 

郷土固有の歴史遺産を後世に伝え残すとともに、直方が日本の

近代化に大きな役割を果たしたことを伝えることができた。 

【課題】 

文化財を活用した普及・啓発活動の推進のため、個性的で熱心

な館長の後継者の育成を図る。 

③ 文化財関係の公開事業・企画展等の実施 
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【成果】 

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、令和 2年度は、当

該事業が実施できなかった。 

【課題】 

参加者が伸び悩む事業においては活性化を図るため、より魅力

があり、多くの市民が集う講座やイベントの開催、学校教育との

連携に取り組む必要がある。国史跡の適切な整備とガイダンスの

充実に努める。 

７ 取組・事業の今

後の方向性等 

国史跡筑豊炭田遺跡群の整備事業を推進するとともに、それに

関する学習機会の提供を行う。また、バーチャルミュージアムや

講座等のさらなる充実を図り、直方の歴史・文化財等の魅力を発

信することによって、市民の郷土に対する誇りや愛着を醸成す

る。  

 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 達成状況 

文化財の保護と

学習機会の充実 

古墳同時公開・企画展・出前講座

等実施回数 
1回 3回 

B 
古墳同時公開・企画展・出前講座

等来場者数 
20人 300人 



感田小学校屋内運動場の照明器具発火に関して 

 

11：40頃 ２年２組児童先生が体育館に来る。体育館の照明を点灯する。 

     照明から黒い塊が落ちてくるのを児童が確認。担任に報告。 

11：45頃 子供たちを体育館の該当照明の反対側の端に寄せた。 

丁度体育館に来た教頭が、担任に言われて上を見上げると、 

火花がパチパチしているのが見えた。 

     教頭は校長を呼びに職員室に戻る。担任は、児童を体育館外 

へ誘導。 

教頭が、校長を連れて体育館に戻る。火花が認識できる状態。 

校長は、天井に火が燃え移らないように自動昇降装置を使って 

照明灯を下ろそうとしたが、機能しなかった。 

11：56頃 教頭は消防に通報。校長は、電源スイッチ、ブレーカーを切 

る。 

         ※消防が来る前に鎮火 

12：10頃  消防到着 

 

  ※5月 22日～24日、全灯 LED化工事実施完了。 

資料２ 



令和３年度 直方市教育委員会学校訪問実施要項 

 

令和３年５月１８日 

１ 訪問の目的 

   教育委員会は、各学校が活力ある学校運営ができるよう、学校運営の現状や問題点、

改善点等について指導助言を行い、地域住民の信託に応える教育行政を推進しなければ

ならない。そのために、以下の目的により学校訪問を実施する。 

(1) 教育委員が学校との懇談により、学校の現状を知るとともに学校との連携を密にする。 

(2) 学校教育目標達成のための具体的取組の状況を把握する。 

(3) 教育課程の実施状況及び生徒指導や特色ある教育活動、学力向上の取り組み状況

を把握し、その問題点や改善点について指導助言を行う。 

 

２ 訪問校及び訪問期日（本年度５校実施）  ※印の学校の公簿の点検は別日に設定する 

学 校 名 日  時 午前／午後 

※ 上 頓 野 小 学 校  ７月 ５日（月） 午前 

直 方 三 中 学 校  ９月２８日（火） 午前 

※ 直 方 東 小 学 校  ９月２９日（水） 午前 

直 方 一 中 学 校 １０月１４日（木） 午前 

直 方 西 小 学 校 １１月１７日（水） 午前 

 

３ 訪問者（１３名～１２名）   ※学校教育係長は、当日公簿点検を行わない学校へは訪問しない 

  ・教育長  ・教育委員（４名） ・教育部長  ・学校教育課長 ・教育総務課長 

・管理主事 ・主任指導主事   ・指導主事（２名）  ・学校教育係長 

 

４ 内容 

(1) 学校長あいさつ及び紹介 

(2) 説明 

○ 校長「学校の現状と課題及び学校教育目標について」  ・・・・・・１０分程度 

○ 教頭「学校教育目標の具現化に向けた校務運営の具体的取組について」・・・１０分程度 

○ 教務「学力向上及び体力向上の取組について」 ・ ・・・・・・・・１０分程度 

(3) 授業者紹介（授業の説明） 

(4) 授業参観 

・ 全学級の授業を参観する。（２グループでの参観：別紙参照） 

・ 授業時間は、小学校４５分間、中学校５０分間とし、各学級の参観ができるように

時間設定し、小中学校とも１５学級以上（特別支援学級含む）の学校は、２時間枠で授

業参観をする。（２時間枠で授業を設定する学校は、午前中の実施とする。） 

・ 他に、特色ある教育活動を参観できるような時間を設定してもよい。 

※当日公簿点検実施のある学校は、授業者紹介後に管理主事、学校教育係長は別室に移動する。 

点検する公簿：指導要録、出勤簿、休暇簿 
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(5) 教育委員会の職員へのあいさつ 

 

≪教育長：教育委員の紹介  学校教育課長：事務局員の紹介≫ 

及び【学校長のあいさつ】  ※職員室にて 

 

  ※教育委員会の挨拶は、代表として教育長が行う。 

 

(6)  懇談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６０分以内 

・ 教育委員から参観の感想、意見、質問を行う。（指導主事等から質問及び指導助言も行う。） 

・ 学校からの要望 

・ その他 

※公簿点検の結果について報告する。 

 

５ 訪問要項の作成について（訪問日程、職員一覧、公開授業一覧の作成については、別紙参照） 

(1) 様式  小冊子（Ａ４版） 

(2) 内容 ・訪問日程 ・職員一覧 ・公開授業一覧表 ・校長、教頭、教務の説明要項  

・その他（資料：特色ある教育活動など必要であれば添付） 

 

６ 備考 

・訪問当日の時程が決まったら、管理主事に連絡する（サイボウズ可）。 

・訪問要項９部（教育委員４部は当日）は、１週間前までに送達で管理主事に届ける。 

・学校教育指導計画は、当日１２部準備をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙） 訪問要項の作成について 

 

○ 時程例（小学校の時程例） 小中学校とも 15学級以上（特別支援学級含む）は２時間授業参観とする。 
【午前の時程例①】：２時間授業参観    【午前の時程例②】：１時間授業参観 

授業参観が２時間の場合（授業参観→説明） 授業参観が１時間の場合（説明→授業参観） 

8:40～ 8:55 

8:55～ 9:40 

9:45～10:30 

10:35～10:45 

 

10:50～1120 

11:20～12:05 

校長挨拶、授業者紹介 

授業参観① 

授業参観② 

教育委員の職員への挨拶 

校長の挨拶 

校長、教頭、教務担当説明 

懇談 

9:00～9:30 

9:30～9:40 

9:45～10:30 

10:35～10:45 

 

10:50～11:10 

11:15～12:00 

校長、教頭、教務担当説明 

授業者紹介 

授業参観 公簿閲覧 

教育委員の職員への挨拶 

校長の挨拶 

（特色ある教育活動紹介） 

懇談 

 

 

※教育委員の職員への挨拶、学校説明は、授業参観の前後どちらでもかまいません。 

※午前中に行う場合、中学校は小学校の例を参考に、時程を作成してください。 

 

○職員一覧の記載項目 
 

職員一覧（令和２年５月１日現在） 

職 名 名  前 年齢 
在校年数 

担任、校務分掌 等 
教職年数 

     

     

 

○公開授業一覧表の記載例 

 

学年・組 授業者 教科・領域 単元名・題材名 場所 

    

 主眼  

授業の工夫点  

 

○授業参観のグループについて 

 

Ａグループ 

（校長先生） 
 

Ｂグループ 

（教頭先生） 
 

※２グループで参観する場合、双方逆方向からの進行では重なる地点があるので、重ならない順路をお願いします。 
 例    Ａグループ：１年→２年→３年→４年→５年→６年 

      Ｂグループ：４年→５年→６年→１年→２年→３年  



(6月補正)

区 分 金 額 国県支出金 地方債 その他 摘　　　　要 単　　価 数　量 金　　額
千円 千円 千円 千円 千円 千円 円

コミュニティ助成事業助成金

15,000 （感田二区公民館建替え） 15,000,000 1 15,000,000

15,000 計 15,000,000

財

源

内 15,000

訳

令和3年度 予算要求書

１０款：教育費 ４項：社会教育費 ２目：公民館費 社会教育係

予算額
節

細 節
決算額の財源内訳

算　　　出　　　の　　　基　　　礎
特　定　財　源

一般財源

300 15,000
YL：コミュニ
ティ助成事業
助成金

18：負担金補
助及び交付金

（注）　補助事業については、｢要求額のうち補助対象分｣　欄に補助基本額を記入のこと。

計  （　そ の 他 特 記 事 項 ）

　国　･ 県　支　出　金

直方市コミュニティ助成事業事務取扱要綱に基づき、感田2区公民館の建替えに費用の一部を助成
するもの。
市が当該公民館へ交付する助成額1500万円については、一財）自治総合センターからのコミュニティ
助成事業助成金1500万円（歳入：20款6項4目11節　雑入）を充当するため、市の持ち出しはない。

①助成金の額：1,500万円
　（対象事業費の5分の3以内の額。ただし、上限1,500万円まで）
　（根拠条文：直方市コミュニティ助成事業事務取扱要綱　別表第１「コミュニティセンター助成事業」に
よる）

②内容
感田2区公民館の建替え。
水害に強い公民館を建設するため、土地の嵩上げを行い、館の建て替えを行うもの。

③スケジュール
・令和3年3月31日：　一財）自治総合センターコミュニティ助成事業助成金「交付決定通知」
・　　〃　　5月　　　：工事着工
・令和4年3月下旬：落成式
・　〃　　　4月上旬：実績報告書提出（県経由、自治総合センター宛て）
・　〃4月～5月：一財）自治総合センターコミュニティ助成事業助成金額の確定・交付

　　　地　　　　　方　　　　　債　　

そ　　　　　の　　　　　他

一　   般　    財　     源
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直方市保育環境改善対策事業（新型コロナウイルス感染症対策支援）補助金

交付要綱 

 

（目的） 

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則（平成 3年直方市規則第6号）第3条の

規定に基づき、直方市保育環境改善対策事業（新型コロナウイルス感染症対策

支援）補助金に関し必要な事項を定めることにより、新型コロナウイルス感染

症に対する強い体制を整え、感染症防止の徹底を図り、もって乳幼児の安全・

安心を確保することを目的とする。  

（補助対象施設）  

第2条 補助の対象となる施設（以下「補助対象施設等」という。）は、市内に所

在地がある認可保育所、幼保連携型認定こども園とする。  

（補助対象事業）  

第3条 補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象

施設等が実施する新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業とする。  

（補助金の額） 

第4条 補助金の額は、補助対象施設等 1施設につき上限50万円と、補助対象事業

に要した額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ないほうの

額とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。  

（補助対象経費）  

第5条 補助金の対象となる経費は、補助対象事業に係る人件費、需用費、委託料、

使用料及び賃借料及び備品購入費とする。ただし、需用費のうち食糧費は除く。  

 

附 則 

1 この告示は、公布の日から施行し、令和 3年4月1日から施行する。  

2 この告示は、令和 4年3月31日に限り、その効力を失う。  
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直方市地域子ども・子育て支援事業（特例措置分）における新型コロナウイ

ルス感染症感染拡大防止対策事業補助金交付要綱  

 

（目的） 

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則（平成 3年直方市規則第6号）第3条の

規定に基づき、直方市が実施する地域子ども・子育て支援事業（特例措置分）

における新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策事業補助金に関し必要な

事項を定めることにより、新型コロナウイルス感染症に対する強い体制を整え

感染拡大防止の徹底を図り、もって地域子ども・子育て支援事業を継続的に実

施することを目的とする。  

（補助事業の内容）  

第2条 補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、直方市が

実施する地域子ども・子育て支援事業において新型コロナウイルス感染症対策

の徹底を図りながら事業を継続的に実施していくための感染症拡大防止に関す

る事業とする。 

（補助金の額） 

第3条 補助金の額は、毎年度国が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱  別

紙 2区分 利用者支援事業、延長保育事業、放課後児童健全育成事業、子育て短

期支援事業、乳児全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、

一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業（ファミリー・サ

ポート・センター事業）（特例措置分）  3基準額 3 利用者支援事業、延長保育

事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児全戸訪問事業、養

育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業及

び子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）新型コロ

ナウイルス感染症対策支援事業(1)、(2)、(3)の規定により算出した額と補助対

象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない

ほうの額とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。  

（補助対象経費）  

第4条 補助金の対象となる経費は、補助対象事業に係る人件費、需用費、使用料

及び賃借料及び備品購入費とする。ただし、需用費のうち食糧費は除く。  
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附 則 

1 この告示は、公布の日から施行し、令和 3年4月1日から適用する。  

2 この告示は、令和 6年3月31日限り、その効力を失う。  

 



 

直方市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり

親世帯以外の低所得の子育て世帯分）支給事業実施要綱  

 

（目的） 

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子

育て世代の雇用動向が悪化しており、失業や収入減少の中で子育ての負担も担

わなければならない低所得の子育て世帯は、心身等に特に大きな困難を抱えて

いる。新型コロナウイルスの影響による失業や収入減少の中で、食費等による

支出の増加の影響を受け、低所得の子育て世帯の家計の経常収支は大きく悪化

している。このように新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた

低所得の子育て世帯（ひとり親世帯を除く。）を見舞う観点から、支給する特

別給付金に関して「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付

金（ひとり親以外の低所得の子育て世帯分）について」（令和 3年5月 日付府子

本第 号厚生労働省子ども家庭局長通知）別紙支給要領に基づき、必要な事項を

定める。 

 

（支給要件） 

第2条 市は、前条の目的を達成するため、この要綱の定めるところにより、低所

得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の

低所得の子育て世帯分（以下「本給付金」という。）を、第 3条第2項に規定す

る対象児童（本給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。）

を養育する者であって、第 1号に規定する養育要件のいずれかに該当し、かつ、

第2号に規定する所得要件のいずれかに該当する者（以下「支給対象者」という。）

に対して支給する。なお、支給対象者のうち、第 1号のイ又はロに該当し、かつ、

第2号のイに該当する者（第1号のイに該当する者については、児童手当法（昭

和46年法律第73号）第17条第1項に規定する公務員である者を除く。）を「児童

手当等受給・非課税者」といい、第 1号のハ又は二に該当し、かつ、第 2号のイ

に該当する者（第1号のハに該当する者については、同項に規定する公務員であ

る者を除く。）を「新規児童手当等受給・非課税者」といい、児童手当等受給・

非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者以外の者を「その他の支給対象者」

という。 
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1 以下の養育要件のいずれかに該当すること。  

イ 児童手当受給者  令和3年4月分の児童手当（同法附則第2条第1号に規定す

る特例給付を含む。）をいう。以下同じ。）の受給者  

ロ 特別児童扶養手当受給者  令和3年4月分の特別児童扶養手当（特別児童扶

養手当等の支給に関する法律（昭和 39年法律第134号）による特別児童扶養

手当をいう。以下同じ。）の受給者  

ハ 新規児童手当受給者 令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の

分の児童手当の受給資格の認定（他の市町村からの転入を理由とするものそ

の他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。）又は児童手当

法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の認定を受けた者  

ニ 新規特別児童扶養手当受給者 令和3年5月から令和4年3月までのいずれ

かの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定（他の市町村からの転入を

理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除

く。）又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 16条において準用する

児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）第8条第1項の規定による特別児童

扶養手当の額の改定の認定を受けた者  

ホ その他対象児童の養育者  上記第1号のイから二までのいずれかに該当す

る者以外の者のうち、令和3年3月31日において、平成 15年4月2日から平成18

年4月1日までの間に出生した児童を養育する者であって、日本国内に住所を

有するもの又は令和 3年4月1日以後に、当該児童を養育し、日本国内に住所

を有することになった者  

2 以下の所得要件のいずれかに該当すること。  

イ 令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である者  地方税法（昭和25年

法律第226号）の規定による令和3年度分の市町村民税均等割（同法の規定に

よる特別区民税を含むものとし、同法第 328条（同法第736条第3項で準用す

る場合を含む。）の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。）が課さ

れていないもの又は市町村（特別区を含む。以下同じ。）の条例で定めると

ころにより当該市町村民税均等割を免除された者  

ロ 令和3年1月以降の家計急変者 上記第2号のイに該当する者以外の者のう

ち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和 3年1月以降の家計が急変

し、令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である者と同様の事情にある

と認められる者（当該者の1年間の収入見込額（令和3年1月から令和4年2月



までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。）又は1年間の所得見

込額（当該年収見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をい

う。）が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者を

いう。） 

2 前項の規定にかかわらず、本給付金が支給されるまでの間に、次の表の左欄に

掲げる者に該当する場合について、同表の右欄に掲げる場合に該当する場合に

ついて、本給付金は、当該支給対象者が養育する児童その他当該児童に係る本

給付金の支給を受ける者として適当と認められる者に対して支給する。  

児童手当等受給・非課税者  令和3年4月1日以後に死亡した場合  

新規児童手当等受給・非課税者  支給要件に該当することが確認された

日の翌日以後に死亡した場合  

その他の支給対象者  申請後これに対する支給が行われるま

での間に死亡した場合  

3 第2項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者には、本給付金を支給しな

い。 

(1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う

者 

(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者  

(3) 法人 

 

（本給付金の支給額等）  

第3条 本給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童 1人につき、5万円と

する。 

2 本給付金の対象児童は、平成15年4月2日（特別児童扶養手当等の支給に関する

法律施行令（昭和50年政令第207号）別表第3で定める程度の障害の状態にあり、

認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者について

は、平成13年4月2日）から令和4年2月28日までの間に出生した児童（日本国内

に住所を有するもの又は児童手当法施行規則（昭和 46年厚生省令第33号）第1条

で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。）とする。  

3 既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支

援特別給付金（ひとり親世帯分）（以下「ひとり親世帯給付金」という。）又

は本給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれるものとする。  



4 児童が異なる児童手当など受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、

児童手当受給者い係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童

から除かれるものとする。  

5 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童

は、新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に

係る対象児童から除かれるものとする。  

 

（市が支給を実施する支給対象者の範囲）  

第4条 市は、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合、

当該者への本給付金の支給を実施する。  

児童手当等受給・非課税者  市が令和3年4月分の児童手当の受給資

格を認定している場合又は市が令和 3年

4月分の特別児童扶養手当に係る事務を

行う場合 

新規児童手当等受給・非課税者  市が令和3年5月から令和4年3月までの

いずれかの月の分の児童手当の受給資

格又は額の改定を認定した場合又は市

が令和3年5月から令和4年3月までのい

ずれかの月の分の特別児童扶養手当の

受給資格又は額の改定の認定の請求を

受理した場合 

その他の支給対象者  申請時点で市に居住する場合  

 

（申請不要の支給の方式）  

第5条 市長は、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者に

対し、本給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認したうえで、本給付

金の支給を決定する。  

2 市長は、前項の支給の決定がされたあと、次の各号に掲げる方式のいずれかに

より、速やかに受給者に対し、本給付金を支給する。この場合、第 4号に掲げる

方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく

離れた場所に居住していることその他第 1号、第2号又は第3号に掲げる方式によ

る支給が困難な場合に限り行う。  



(1) 児童手当支給口座振込方式  児童手当振込時における指定口座に振り込

む方式 

(2) 特別児童手当支給口座振込方式  特別児童手当振込時における指定口座

に振り込む方式 

(3) 指定口座振込方式 前項の支給決定前までに支給対象者が市に前 2号の指

定口座の変更の届出を提出し、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方

式 

(4) 窓口交付方式  口座への振込みによる支給が困難である場合に市が当該

窓口で現金を交付することにより支給する方式  

 

（申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限）  

第6条 申請による本給付金の支給に係る市の申請受付開始日は、次条第 2項各号

に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。  

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和 4年2月28日とする。ただし、令和

4年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求を

した者等への支給については、令和4年3月15日までとする。 

 

（申請による支給の方式）  

第7条 申請により本給付金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、別紙様式第3号の申請書（以下「本給付金申請書」という。）により申請を

行う。市長は審査をしたうえで、本給付金の支給を決定する。  

2 申請者による申請及びこれに基づく市による支給は、次の各号に掲げる方式の

いずれかにより行う。この場合、第 3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口

座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること

その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。  

(1) 郵送申請口座振込方式  申請者が本給付金申請書を郵送により市に提出し、

市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式  

(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を市の窓口に提出し、市

が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式  

(3) 窓口交付方式 申請者が本給付金申請書を郵送により、又は市の窓口にお

いて市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式  

 



3 市長は、第1項の規定による申請の際、戸籍謄本並びに別紙様式第 4号の申立書

及び給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させること等

により、当該申請者が第2条の要件を満たす者であるかについて確認を行う。  

4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し

等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。  

 

（代理による申請）  

第8条 代理により第 7条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定

した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める

者とする。 

 

（申請者に対する支給の決定）  

第9条 市長は、第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速

やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、第 7条第2項各号に

掲げる方式により本給付金を支給する。  

 

（本給付金の支給等に関する周知）  

第10条 市長は、本給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象

児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その

他の方法による住民への周知を行う。  

 

（申請が行われなかった場合等の取扱い）  

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、本給付金の支給

対象者から第6条第2項の申請期限までに第7条第1項の申請が行われなかった場

合、当該本給付金の支給対象者が本給付金の支給を受けることを辞退したもの

とみなす。 

2 市長が第5条第1項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当又

は特別児童扶養手当の振込時における指定口座（支給前までに指定口座の変更

を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。）に本給付

金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込

が口座解約・変更等の事由により令和 4年3月31日までに完了できない場合は、

本件契約は解除される。  



3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能

等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないこ

とその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和 4年3月31日までに支給が完

了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。  

 

（不当利得の返還）  

第12条 市長は、子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者

の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯への

臨時特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯への臨時特

別給付金の返還を求める。  

 

（受給権の譲渡又は担保の禁止）  

第13条 子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は

担保に供してはならない。  

 

（その他） 

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。  

 



直方市教育委員会
日 曜 直方市 学校行事 北九州教育事務所・教育センター等

1 木 ◎定例校長会議(15:30～ 市503,504)
職員会議(南) 社会科見学(新４年 福４年 中４年)
委員会活動(下 東) 個人懇談会(植小)

中堅教諭等資質向上研修(中)②【県センター】
福岡県栄養教諭・学校栄養職員等研修会【県立ももち文化セン
ター】

2 金 代表委員会(中) 個人懇談会(植小) 高校出前授業(二) 特別支援教育コーディネーター研修会

3 土

4 日

5 月 教育委員会訪問(上野頓小・午前)
環境教育出前授業(北４年) 職員会議(新 東)
浄化槽出前授業(下４年) 個人懇談会(植小)

6 火 北九州教育事務所訪問(中泉小・中止)
若年教員研修１年目(初任者研修)指導教員等連絡協議会②
ミドルリーダー養成講座(特別支援教育スペシャリスト)②
健康教育指導者研修会【県センター】

7 水 福岡県重点課題研究第１回研究推進連絡協議会(直方三中) 委員会活動(感) 代表委員会(下) 避難訓練(中)
県重点課題研究連絡協議会①(直方市教育委員会：３年次)
若年教員研修１年目(初任者研修)(小)②【県センター】Ｃ日程
若年教員研修(養護教諭)１年目③【体研】

8 木 北九州教育事務所訪問(新入小・中止)
浄化槽出前授業(上4年) クラブ活動(下)
焼き物教室(中６年)
代表委員会(東) 個人懇談会(二) 職員会議(西)

中央研修事前説明会③

9 金
委員会活動(中) 焼き物教室（植小６年） 個人懇談会(二)
暴力団排除教室(三)

保健主事研修会
ミドルリーダー養成講座(生徒指導・教育相談)①

10 土

11 日

12 月 個人懇談会(二 三 植中) 焼き物教室(西)

13 火 ◎定例教育委員会(15:30～ 市501) 個人懇談会(下 二 三 植中) 栄養教諭・学校栄養職員等研修会

14 水 個人懇談会(下 中 東 二 三 植中) 代表委員会(感)

15 木 個人懇談会(下 中 東 三 植中) 福岡県就学相談・支援担当者研究協議会【県センター】

16 金
個人懇談会(中 東 三 植中) 大掃除(下)
メグミルク出前授業(植小1・2年)

17 土

18 日 心と体の発達教育相談①

19 月 大掃除(北 感 福 東 三 植中)

20 火 終業式 職員会議(南 下 植小 植中)
福岡県幼稚園新規採用教員研修③【社教センター】

21 水

学校安全担当者研修会
福岡県幼稚園新規採用教員研修④【社教センター】
福岡県道徳教育地域指導者研修②
ミドルリーダー養成講座(子供と教師の学びをアップデート)②

22 木 海の日

23 金 スポーツの日

24 土

25 日 科学の甲子園ジュニア地区大会【県内８会場】

26 月 職員会議(一)

27 火 個人懇談会(上 西) ICT職員研修（新)
小学校教員のイングリッシュ・セミナー①Ａ(福岡、北九州)
福岡教師塾③

28 水 個人懇談会(上 西)

小学校教員のイングリッシュ・セミナー②Ａ(福岡、北九州)
通級による指導教育課程実践交流会【県センター】
人権教育指導者養成連続講座③
ミドルリーダー養成講座(学校経営参画)③

29 木 個人懇談会(上 西) ICT職員研修（東)
ミドルリーダー養成講座(生徒指導・教育相談)②
国公私立幼稚園長・職員人権教育研修会
タグラグビー指導者養成研修会

30 金 学力向上コーディネーター実践交流会

31 土 心と体の発達教育相談②備
　
　
考

６
日
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